岐阜市災害時協力井戸登録事業実施要綱
令和8年3月31日　決裁
[bookmark: _Hlk224067854]（趣旨）
第1条　この要綱は、地震、水害その他の災害による断水時に市民等のトイレ、洗濯等の生活の用に供する水（以下「生活用水」という。）を確保するため、所有者の協力のもと災害時に利用することができる井戸（以下「災害時協力井戸」という。）を登録することに関し、必要な事項を定めるものとする。
（登録の要件）
第2条　災害時協力井戸の登録は、次の各号に掲げる要件を全て満たしたときに行うものとする。
(1)　井戸が市内に所在すること。
(2)　災害時に市民等に生活用水を円滑に提供できるよう、所有者により継続的かつ適正に井戸が管理されていること。
(3)　井戸が現に生活用水のために使用されており、引き続き将来にわたって使用されるものであること。
(4)　第5条第2項各号に掲げる情報を当該井戸のある区域の自主防災組織に提供することについて、所有者が承諾していること。
（登録の申請）
第3条　井戸の所有者（次条第1項において「申請者」という。）は、災害時協力井戸の登録を受けようとするときは、岐阜市災害時協力井戸登録申請書（様式第1号。以下「申請書」という。）を市長に提出するものとする。
　（登録の決定等）
第4条　市長は、申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、災害時協力井戸の登録の可否を決定したときは、岐阜市災害時協力井戸登録結果通知書（様式第2号）により申請者に通知するものとする。
2　市長は、災害時協力井戸の登録を決定したときは、当該登録を受けた者（以下「登録者」という。）に対し、災害時協力井戸の井戸の利用に関する注意事項を記した標識及び災害時協力井戸であることを示すのぼり旗（以下「標識等」という。）を交付するものとする。
（情報の公表等）
第5条　市長は、災害時協力井戸について広く市民等に周知するため、災害時協力井戸のうち登録者が同意した事項を市のホームページ等により公表するものとする。
2　市長は、災害時協力井戸に係る次に掲げる事項を記した名簿を作成し、当該災害時協力井戸のある区域の自主防災組織に提供するものとする。
　(1)　災害時協力井戸の所在地
　(2)　災害時協力井戸の水の汲上げ方法
(3)　災害による断水時に災害時協力井戸を利用できる時間
（登録者の責務）
第6条　登録者は、その生活又は事業に支障のない範囲で、災害による断水時に市民等が無償で災害時協力井戸を円滑に利用できるようにするものとする。
2　登録者は、災害による断水が発生したときは、近隣住民が認識しやすい場所に標識等を掲示するものとする。
（利用条件等の周知）
第7条　市長は、市民等に対し、次に掲げる事項の周知を図るものとする。
(1)　災害時協力井戸は、登録者の厚意により利用できるものであることに留意し、その意に反する利用をしないこと。
(2)　登録者から災害時協力井戸の利用に関する指示を受けた場合は、その指示に従うこと。
(3)　災害時協力井戸は、生活用水の確保以外の目的で利用できないこと。
(4)　災害時協力井戸の利用は、災害による断水時に限るものとし、利用時間は、午前9時から午後5時まで（別の時間が設定された災害時協力井戸については、当該時間）とすること。
(5)　停電、枯渇その他の事情により災害時協力井戸が利用できない場合があること。
（登録期間）
第8条　災害時協力井戸の登録期間は、第4条第1項の規定による決定の日から3年とする。ただし、当該登録期間が満了する日（以下この条において「満了日」という。）の1月前までに、市長及び登録者のいずれからも申出がない場合は、満了日の翌日から更に1年間、登録期間を延長するものとし、以後この例による。
（登録内容の変更）
第9条　登録者は、災害時協力井戸の登録の内容に変更があったときは、岐阜市災害時協力井戸登録内容変更届出書（様式第3号）により、速やかに市長に届け出るものとする。
　（登録の取消申出）
第10条　登録者は、災害時協力井戸の登録の取消しを受けようとするときは、岐阜市災害時協力井戸登録取消申出書（様式第4号。次条第1項において「取消申出書」という。）を市長に提出するものとする。
（登録の取消し）
第11条　市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、災害時協力井戸の登録を取り消すものとする。
(1)　取消申出書が提出されたとき。
(2)　第2条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(3)　前2号に掲げるもののほか、市長が登録を適当でないと認めたとき。
2　市長は、災害時協力井戸の登録を取り消したときは、岐阜市災害時協力井戸登録取消通知書（様式第5号。次項において「取消通知書」という。）により通知するものとする。
3　取消通知書を受けた者は、速やかに標識等を市長に返還しなければならない。
（維持管理）
第12条　登録者は災害時協力井戸を自己の責任において維持管理するものとし、市は災害時協力井戸の設備の修繕、水質検査等を行わない。
（損害賠償）
第13条　災害時協力井戸の利用により利用者が受けた損害については、法令等に定めのある場合を除き、市及び登録者は、その賠償の責めを負わない。
2　災害時協力井戸の利用に伴い、災害時協力井戸の設備に生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
（その他）
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


様式第1号（第3条関係）
年　　月　　日
（あて先）岐阜市長
（申請者）住　所
氏　名
電話番号

岐阜市災害時協力井戸登録申請書

岐阜市災害時協力井戸登録事業実施要綱第3条の規定により、次のとおり災害時協力井戸の登録を申請します。
	井戸の所在地
	岐阜市

	井戸の所有者
	住所
氏名
電話番号

	井戸の管理者
(所有者と
異なる場合)
	住所
氏名
電話番号

	所有の区分
	□個人所有　□事業所所有　□共同所有　□その他（　　　　　　）

	汲上げ方法
	□電動ポンプ　□手動ポンプ　□その他（　　　　　　　）

	使用状況
	□日常的に使用している。
□飲料水　□生活用水（トイレ、洗濯等）□その他（　　　　　　　）
□日常的に使用していない。

	水質検査
	□水質検査を定期的に実施している。
（直近の検査年月日：　　　年　　月　　日）
□水質検査を実施していない。

	利用可能時間
	□制限あり（　　：　　～　　：　　）
□制限なし
※制限なしの場合、午前9時から午後5時までの利用とします。


※裏面もご記入ください。



	□災害時に市民等が災害時協力井戸を利用するため、所在地に立ち入ることに同意する。
□所有者は、井戸に関する情報（登録された所在地等）を自主防災組織へ提供することに同意する。

市のホームページ等での一般公開について、いずれかを選択してください。
平常時
□所在地（番地まで）及び氏名を公開してよい。
□番地及び氏名は、非公開とし、所在地（町名・丁目まで）のみ公開してよい。
□一般公開は、希望しない。
災害による断水時
□所在地（番地まで）及び氏名を公開してよい。
□番地及び氏名は、非公開とし、所在地（町名・丁目まで）のみ公開してよい。
□一般公開は、希望しない。




様式第2号（第4条関係）
岐阜市　　第　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様

岐阜市長　　　　　　　　印


岐阜市災害時協力井戸登録結果通知書


年　月　日付けで申請のあった災害時協力井戸の登録について、岐阜市災害時協力井戸登録事業実施要綱第4条第1項の規定により、次のとおり決定したので通知します。

記

	登録者
	

	井戸の管理者
	

	井戸の所在地
	岐阜市

	結　果
	
□登録　登録番号：

□登録不可
　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）








様式第3号（第9条関係）
年　　月　　日

（あて先）岐阜市長

（申請者）住　所
氏　名
電話番号

岐阜市災害時協力井戸登録内容変更届出書


岐阜市災害時協力井戸登録事業実施要綱第9条の規定により、次のとおり災害時協力井戸の登録内容の変更を届け出ます。

	登録番号
	

	井戸の所在地
	岐阜市

	変更内容
	変更前
	

	
	変更後
	

	変更年月日
	年　　　月　　　日

	変更理由
	






様式第4号（第10条関係）

年　　月　　日

（あて先）岐阜市長

（申請者）住　所
氏　名
電話番号

岐阜市災害時協力井戸登録取消申出書


岐阜市災害時協力井戸登録事業実施要綱第10条の規定により、次のとおり災害時協力井戸の登録の取消しを申し出ます。

	登録番号
	

	井戸の所在地
	岐阜市

	取消理由
	
該当する□にレ点を付けてください。

□災害時協力井戸を廃止した。

□井戸水を提供できなくなった。

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）







様式第5号（第11条関係）
岐阜市　　第　　号　
年　　月　　日　
　　　　　　　　　　　　様

岐阜市長　　　　　　　　　印


岐阜市災害時協力井戸登録取消通知書


岐阜市災害時協力井戸登録事業実施要綱第11条第1項の規定により、災害時協力井戸の登録を取り消したため、同条第2項の規定により通知します。


記


1 登録者


2 登録を取り消した井戸

(1) 登録番号

(2) 井戸の所在地


3 取消理由


※ 市が交付した標識等（のぼり・標識）を返却してください。

